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国土交通省「標準的運賃の浸透・活用状況等に関する調査」 

実施に係る協力依頼について 

 

 平素は当協会の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、今般国土交通省では、令和２年４月に告示したトラックの標準的運賃について、令和６年３

月から運賃水準を８％引き上げるなど新たな標準的運賃を告示したところです。また、物流改正法の

附帯決議において、標準的運賃の効果について検討し、在り方も含め適時適切な見直しを行うことと

されていることから、昨年度に引き続き、標準的運賃の浸透・活用状況等に関するＷＥＢ調査を実施

することになりました。 

今般、適正原価の実態調査に関し多大なるご尽力をいただいた中、引き続きのお願いで誠に恐縮で

はございますが、１社でも多くの会員事業者から回答が得られるよう会報誌やホームページ、ＦＡＸ、

メール等各種ツールをご活用いただき、会員事業者に対し回答への協力をお願いしたく存じます。 

また、対応可能な範囲で構いませんので、貴協会会員事業者の３０社程度からの回答につきまして

ご配慮賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

１．アンケート調査方法 

アンケートはＷＥＢ調査です。以下ＵＲＬの回答フォームから送信をお願いいたします。 

（ＵＲＬ）https://questant.jp/q/unchin-butsuryu 
 

 ※全ト協では、全ト協青年部会及び女性部会部会員の他、先般開催した取適法・振興法説明会出席者に

対し、メールにて案内させていただく予定です。 

 

２．回答期限 

令和８年３月２７日（金）まで 

   

 

【添付書類】 

〇国交省依頼文書「標準的運賃の浸透・活用状況等に関する調査について（協力依頼）」 

〇国交省からのお願い「標準的運賃」に係る実態調査への協力依頼について 

〇標準的な運賃に係る実態調査 調査票（PDF２種類） 

 

 

     ◇本件お問合わせ先 

    全日本トラック協会 企画部 電話：03-3354-1037 

https://questant.jp/q/unchin-butsuryu

